
 ○ 消費税は、財・サービスの消費が行われることに着目して課税される税

 ○ 消費税の実質的な負担者は消費者であるが、納税義務者は事業者

 ○ 全国にわたる製造、卸、小売り等の各取引段階の事業者が納付する消費税額の合計は、消費者が負担する消費税額に対応

＋ ＋ ＋ ＝

（注） 「税」、「消費税」には地方消費税を含む。
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※税率10％の場合

納付税額 2,000円 3,000円 2,000円 3,000円 10,000円
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原 材 料 製 造 完成品製造業者 卸 売 業 者 小 売 業 者 消 費 者

22,000円
税抜20,000
税 2,000

55,000円
税抜50,000
税 5,000

77,000円
税抜70,000
税 7,000

110,000円
税抜100,000
税 10,000

税抜価格 消費税
20,000 2,000

納付税額合計

課税

税抜価格 消費税
50,000 5,000

税抜価格 消費税
70,000 7,000

税抜価格 消費税
100,000 10,000

税込価格 22,000円

税込価格 55,000円

税込価格 77,000円

税込価格 110,000円

消費税の多段階課税の仕組み（イメージ）

消費者が負担する消
費税額10,000円に対
応
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